
　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初要求額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２４年度  一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
4. 衛生費 7. 子ども医療費助成事業

1. 保健衛生費 2. 子ども医療費助成事業（市費拡充分）

1. 保健衛生総務費 児童青少年課

（佐倉市）　　

0

平成24年度 0

臨時 単独 76,166 △19,668 0
平成25年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

56,498 56,498

子ども医療費助成制度の県補助対象は平成20年12月1日 子育て支援施策の更なる充実に寄与することを目的とす 子ども医療費助成は、子どもの保健対策の充実・保護者

から所得制限額を設け、自己負担額が200円から300円に増額されている る。 の経済的負担の軽減を図っている。

が、市独自の子育て支援施策として、所得制限額を設けず、自己負担額

も増額しないで実施している。また、平成22年12月1日診療分からは小

学校3年生まで県の補助対象が拡大されたことに伴い、通院については

小学校３年生まで、入院については市単独事業として小学校６年生まで

を対象にしている。

千葉県が社会保険分に係る審査支払事務の委託先

を変更することに伴い、手数料が変更になった。

11 240 240 0

12 2,285 2,258 27

13 1,293 1,407 △114

20 52,680 72,261 △19,581

差引一般財源 56,498 76,166 △19,668


